
第１０８号議案  

   足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

  令和元年９月２０日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 

   足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例  

 足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年足立区条例第５５号）の一部を次のように

改正する。  

 第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条

第１０号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第１１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第１３号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、

同条第１７号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条に次の６号を加える。  

（２５）  満３歳以上教育・保育給付認定子ども  子ども・子育て支

援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第

４条第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。  

（２６）  特定満３歳以上保育認定子ども  令第４条第１項第２号に

規定する特定満３歳以上保育認定子どもをいう。  

（２７）  満３歳未満保育認定子ども  令第４条第２項に規定する満

３歳未満保育認定子どもをいう。  

（２８）  市町村民税所得割合算額  令第４条第２項第２号に規定す

る市町村民税所得割合算額をいう。  

（２９）  負担額算定基準子ども  令第１３条第２項に規定する負担



額算定基準子どもをいう。  

（３０）  特定被監護者等  令第１４条に規定する特定被監護者等を

いう。  

第３条第１項中「かつ適切な」を「かつ適切であり、かつ、子どもの

保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」に改める。  

第４条第１項中「この章」を「この節」に改める。  

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に、「利用者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関す

る事項」に改める。  

第６条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に改め、同条

第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第５項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改

める。  

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。  

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、

「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認

定」に改め、同条第２項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」

に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改める。  

第１３条第１項及び第２項を次のように改める。  

 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保



育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者に限る。）から当該特定教育・保育に係る利用者負担額

（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につい

て法第２７条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるもの

とする。  

２  特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保

育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費

用基準額（法第２７条第３項第１号に掲げる額をいう。次項において

同じ。）の支払を受けるものとする。  

 第１３条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第３号を次のように改める。  

 （３）  食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用  

ア  次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるも

のに対する副食の提供  

（ア）  法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども  ７万７，１０１円  

（イ）  法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ（イ）において同じ。）  ５万７，７００円

（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、７万７，１０１円）  

イ  次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前

子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小



学部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下

イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ

（ア）又は（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供

（アに該当するものを除く。）  

（ア）  法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者

を除き、特別利用教育を受ける者を含む。）  負担額算定基準

子ども又は小学校第３学年修了前子どものうち最年長者から３

番目以降の子どもである者  

（イ）  法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども

（３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者及

び特別利用教育を受ける者を除き、特別利用保育を受ける者を

含む。）に該当する教育・保育給付認定子ども  特定被監護者

等のうち最年長者から３番目以降の子どもである者  

ウ  満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供  

エ  利用者が、次に掲げる要件をいずれも満たす場合における副食

の提供  

（ア）  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻を

していない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるも

の」とあるのを「婚姻をしたことがないものであつて母となつ

たことのある女子」と、「扶養親族その他その者と生計を一に

する親族」とあるのを「扶養親族（子に限る。）又はその者と

生計を一にする親族（子に限る。）」と読み替えた場合におい

て、同号イに該当すること。  

（イ）  利用者を地方税法第２９２条第１項第１１号イに定める

寡婦とみなした場合における当該者に係る市町村民税所得割合

算額が５万７，７００円（令第４条第２項第６号に規定する特



定教育・保育給付認定保護者にあっては、７万７，１０１円）

未満であること。  

オ  利用者が、次に掲げる要件をいずれも満たす場合における副食

の提供  

（ア）  地方税法第２９２条第１項第１２号中「妻と死別し、若

しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら

かでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻をしたこと

がないものであつて父となつたことのある男子」と、「その者

と生計を一にする親族」とあるのを「その者と生計を一にする親

族（子に限る。）」と読み替えた場合において、同号に該当す

ること。  

（イ）  利用者を地方税法第２９２条第１項第１２号に定める寡

夫とみなした場合における当該者に係る市町村民税所得割合算

額が５万７，７００円（令第４条第２項第６号に規定する特定

教育・保育給付認定保護者にあっては、７万７，１０１円）未

満であること。  

カ  アからオまでに掲げるもののほか、特に区長が認める食事の提     

 供  

 第１３条第４項第５号、第５項及び第６項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

 第１４条第１項中「いい、法第２８条第１項に規定する特例施設型給

付費を含む。以下この項及び第１９条において」を「いう。以下」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２

項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

 第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改める。  

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」

に、「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子



ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。  

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」

に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第２０条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第５号中「支

給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用」を「第１３条の規

定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用」に改める。  

第２１条第１項及び第２項、第２４条（見出しを含む。）、第２５条

並びに第２６条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。  

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保

育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改める。  

第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子

どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども等」

を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同条第３項及び第４項中

「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。  

第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改める。  

第３４条第２項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「教育・



保育給付認定子ども」に改め、「の各号」を削り、同項第２号中「に規

定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の記録」を「の規定に

よる特定教育・保育の提供の記録」に改め、同項第３号中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。  

第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改め、同条第３項中「特別利用保育を含む」を「特別利

用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特

例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含

む」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「と

する。」を「と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数」とあるのは「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育

を受ける者を含む。）」とする。」に改める。  

第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改め、同条第３項中「特別利用教育を含む」を「特別利

用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含む」に、

「「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあ

るのは「同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子

ども」と、第１３条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校

就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）」とあるのは

「除く。）」」を「「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「同号又は同項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」



と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける

者を含む。）」と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除

く。）」」に改める。  

第３７条第１項中「特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあ

ってはその」を「特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）

の」に、「の数を１人以上」を「の数は、家庭的保育事業にあっては１

人以上」に、「第２７条」を「第２８条」に、「同条に規定する小規模

保育事業Ｂ型」を「同省令第３１条に規定する小規模保育事業Ｂ型」に

改め、「その利用定員の数を」を削り、「同条に規定する小規模保育事

業Ｃ型」を「同省令第３３条に規定する小規模保育事業Ｃ型」に改める。  

第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を受

ける費用に関する事項」に改める。  

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保

育認定子どもを除く。以下この節について同じ。）」に、「支給認定

に」を「教育・保育給付認定に」に、「支給認定子どもが」を「満３歳

未満保育認定子どもが」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ど

も」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。  

第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

める。  

第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改



める。  

第４２条第１項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に改め、同項第３号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育

認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に改める。  

第４３条第１項及び第２項を次のように改める。  

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・

保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法

第２９条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとす

る。  

２  特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・

保育給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育

費用基準額（法第２９条第３項第１号に掲げる額をいう。次項におい

て同じ。）の支払を受けるものとする。  

第４３条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改める。  

 第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他

の」を「第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受

ける」に改める。  

第４７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育

認定子ども」に改める。  

第４９条第２項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「満３歳

未満保育認定子ども」に改め、「の各号」を削り、同項第２号中「に規

定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項の記録」を「の規定に

よる特定地域型保育の提供の記録」に改め、同項第３号中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。  

第５０条を次のように改める。  



（準用）  

第５０条  第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、

第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、

特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育に

ついて準用する。この場合において、第１１条中「教育・保育給付認

定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳

未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この節において同じ。）について」と、第１２条の見出し中「教

育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設

型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施設

型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下」とあるの

は「地域型保育給付費（法第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。

以下この項及び第１９条において」と、「施設型給付費の」とあるの

は「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・保育を提供

したことを証する書類」とあるのは「特定地域型保育を提供したこと

を証する書類」と、第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型

保育給付費」と読み替えるものとする。  

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第２項中「支給認定子ども及び」を「教育・保育給付

認定子ども及び」に、「同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定

子どもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に改め、同条第３項を次

のように改める。  

３  特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例

地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ

含むものとして、この節（第４０条第２項を除き、前条において準用



する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第

１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条

第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第３

９条第２項中「利用の申込みに係る第１９条第１項第３号に掲げる小

学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同

じ。）」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第

１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる

小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も を 含

む。）」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３

歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事

業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法

により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる

法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 を 除

く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（法第１３条第４項第

３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。  

 第５２条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど



も」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に、「あっては、」を「あっては」に改め、同条第３項を次の

ように改める。  

３  特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、この節の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者

に限る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とある

のは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる

特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定

子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子ども

をいう。）に係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」とする。  

第５３条の見出しを削る。  

付則第２条第１項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教

育・保育施設が」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定

子ども」に、「（当該特定教育・保育施設が」を「教育・保育給付認定

保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項

に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保

育（保育に限る。第１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下こ

の項において同じ。）」に改め、「、「額とし」とあるのは「額をい

い」と、「定める額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額をい



う。）」と」を削り、「（法第２７条第３項第１号に掲げる額」を「当

該特定教育・保育」に、「（法附則第６条第３項の規定により読み替え

られた法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」を「当該特定教育・保育（特定保育所における

特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に改める。  

付則第３条を削り、付則第４条を付則第３条とし、付則第５条中「５

年」を「１０年」に改め、同条を付則第４条とする。  

付  則  

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

 （提案理由）  

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改

正に伴い、規定を整備する必要があるので、この条例案を提出いたしま

す。  


